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証券コード 3836 
 

平成27年９月７日 
 
株 主 各 位 

東京都港区港南二丁目15番２号 
 

株 式 会 社 ア バ ン ト 
 

代表取締役社長 森 川 徹 治 

 

第19期定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
 さて、当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年９月24日（木曜日）
午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 
記 
 

１. 日 時 平成27年９月25日（金曜日）午前10時 
２. 場 所 東京都港区港南二丁目15番４号  

品川インターシティ ホール棟B1階 貸会議室1・2 
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図
をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)

３. 目 的 事 項  
 報 告 事 項 １．第19期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件 

  ２．第19期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）
計算書類報告の件 

 
 決 議 事 項  
 第１号議案 剰余金の処分の件 
 第２号議案 定款一部変更の件 
 第３号議案 取締役４名選任の件 
 第４号議案 監査役１名選任の件 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。 
 なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた
場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.avantcorp.com/）
に掲載させていただきます。 
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（添付書類） 
 

事 業 報 告 

(平成26年７月１日から
平成27年６月30日まで)

 

１．企業集団の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過及びその成果 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、円安基調による原材料価格の

高騰、海外経済状況の影響など先行きの懸念材料はあるものの、経済・金

融政策の後押しや消費税率引上げの反動が和らいできたことにより、企業

業績や雇用情勢の改善など、緩やかな回復基調で推移しております。 

 ソフトウエア・情報サービス業界におきましても、受注競争は依然厳し

いものの、企業収益の改善・設備投資の回復に伴い、競争力強化に向けた

クラウドやビッグデータなど、ＩＴサービスの投資は増加しつつあります。 

このような状況下、当社グループは、わが国を代表する数々の企業グル

ープをお客様に持ち、そうしたお客様の継続的な企業価値向上に寄与する

ために、①自社開発パッケージ・ソフトウエアを軸とした連結経営・連結

会計に関するソリューション、②ＢＩやＥＲＰなど専門性の高い分野にお

けるＳＩサービス、③お客様の連結会計・連結納税業務等を引き受けるア

ウトソーシング・サービスなど、業務効率の改善やガバナンスの高度化に

資する専門性の高いソフトウエア及びサービスを提供しております。 

 当連結会計年度は、当社中期計画の最終年度にあたり、目標として掲げ

ていた連結売上高 100 億円及び連結営業利益 10 億円の達成をグループ全

社一丸となり目指してまいりました。その結果、 アウトソーシング・サ

ービスは売上高が対前期比 60％以上増加し急成長を遂げた一方で、コンサ

ルティング・サービスもマネジメントやガバナンスの強化などを背景とし

て受注が順調に伸長したものの、計画に織り込み済みであった大型案件の

受注ができなかったことなどにより、誠に遺憾には存じますが、連結売上

高は目標 100 億円に届かず、更には期首に予想していた通期売上高 94 億

円に対しても 5.0％下回る結果となりました。 

一方、収益面では前連結会計年度において連結営業利益の目標である 10

億円を 1 年前倒しで達成しておりますが、これは将来の成長に不可欠な人

財やＩＴインフラへの投資を極力抑えたためでもあり、むしろ、こうした

投資の大半を実行することを計画していた当連結会計年度の収益性が、対

前年度に比べ低下することについては、期首時点より予め想定をしており

ました。 
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しかしながら、当社グループ連結子会社の１社にて新規に受注したシス

テムの開発・導入案件におきまして、顧客との要件及び仕様の認識相違に

端を発したスケジュールの大幅な遅延が生じ、問題解決のため大量の人員

投入をせざるを得ない状況となっていることが判明し、当連結会計年度の

第４四半期において同子会社が営業損失を計上したことに加え、当該問題

の収束に至るまでには今後も必要な人員を手当てするための追加コストが

発生し更なる損失の計上が見込まれることから、現時点で合理的に見積も

れる最大損失額を査定し、同子会社の個別決算並びに当社の連結決算にお

いて、75 百万円の受注損失引当金を計上することにいたしました。 

その結果、連結営業利益をはじめ当連結会計年度の期首に業績予想とし

て開示をいたしました利益水準を何れも下回るのではないかと懸念をして

おりましたが、グループ全社において急場の人員不足を賄うための新規採

用や外注調達の見直しを図るなどコストの最適化・生産性の向上にいち早

く努めた結果、営業損失を計上した子会社以外の事業会社３社については、

高収益を維持することができたため、連結営業利益・連結経常利益につい

ては、ともに期首の予想を上回ることができました。 

当期純利益については、営業損失を計上した子会社において繰延税金資

産の計上ができないことに伴い、連結納税を行っていない当社の税効果会

計適用後の法人税等の負担率が上昇したため、期首の予想を下回ることに

なりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高8,928百万円（前連結会計年

度比7.6％増）、営業利益805百万円（同26.1％減）、経常利益795百万円

（同26.3％減）、当期純利益402百万円（同35.5％減）となりました。 

 

事業形態別の売上高の状況は以下のとおりです。 

＜ライセンス販売＞ 

マーケティング活動の強化や戦略的パートナーとの連携強化を推進し販

売機会の拡大に努めておりますが、案件数の減少に加え、大型案件の失注

により成約額も前期に比べ大幅に減少したところから、ライセンスの売上

高は 694 百万円（前連結会計年度比 22.6％減）となりました。 
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＜コンサルティング・サービス＞ 

お客様の競争力強化につながるＩＴサービスへの投資ニーズに応えるべ

く、決算早期化やＩＦＲＳ対応の他、グループ経営管理やデータ分析など

多様なソリューションの提案・提供に努めております。今期新たに獲得し

た案件が問題化し、その対応に社員を追加投入したため、他の案件に対応

するための人員確保ができずに受注制限を余儀なくされ、売上高が期首に

立てた予想に比べ大幅に減少した子会社もありました。しかしながら、幸

いにしてグループ全体としては堅調な需要に支えられ、コンサルティン

グ・サービスの売上高は 5,395 百万円（前連結会計年度比 12.2％増）と前

連結会計年度に比べ 586 百万円の増収になりました。 

 

＜サポート・サービス＞ 

サポート・サービスの売上高 2,573 百万円（前連結会計年度比 9.4％増）

の８割以上は、主力製品である DivaSystem の保守料と同製品を活用して

お客様への連結決算業務等のアウトソーシング・サービスの提供による収

入からもたらされています。DivaSystem の継続的なバージョンアップによ

る製品機能の強化に加え、お客様からの様々なご質問や支援のご要請に迅

速に応えていくことを通じて顧客満足度の向上を図っており、その結果、

保守料収入は高い継続利用率に支えられ堅調に増加推移して来ております。

一方、アウトソーシング・サービスも既存のお客様との経験を通してノウ

ハウを蓄積しサービスの品質を高めると共に、連結納税業務の提供など、

サービスメニューの充実を図ることで、国内外に非常に多くの連結対象会

社を有する日本を代表するような大手のお客様からの引合いも増加し、当

社グループ内でも特に目覚しい成長を遂げているビジネス領域であります。 

 

＜情報検索サービス＞ 

検索機能の継続的な強化・拡張により顧客基盤は安定的に推移しており

ます。新たに開示情報を利用した各種のレポートを作成・提供するサービ

スも展開している他、大手監査法人へのシステム納入等、スポットの売上

も発生したため、情報検索サービスの売上高は 265 百万円（前連結会計年

度比 9.3％増）となりました。 
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なお、当連結会計年度の受注及び販売の状況は、次のとおりとなってお

ります。 

 

 受注及び販売の状況 （単位：百万円）
 

 

当連結会計年度 

(平成26年７月１日から 
平成27年６月30日まで ) 

 

販売実績 受注高 受注残高 

ラ イ セ ン ス 販 売 694 694 ― 

コンサルティング・サービス 5,395 5,461 800 

サ ポ ー ト ・ サ ー ビ ス 2,573 2,635 950 

情 報 検 索 サ ー ビ ス 265 266 55 

合         計 8,928 9,057 1,806 

 

(2) 設 備 投 資 の 状 況 

 当連結会計年度の設備投資の総額     84百万円（ソフトウエアを含む） 

 

 (3) 資 金 調 達 の 状 況 

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。 
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(4) 財産及び損益の状況 

① 企業集団の財産及び損益の状況 
 

区   分 
第16期 

(平成24年６月期)
第17期 

(平成25年６月期)
第18期 

(平成26年６月期) 

第19期 
(平成27年６月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 4,101 6,732 8,300 8,928

経 常 利 益(百万円) 384 629 1,079 795

当 期 純 利 益(百万円) 191 362 623 402

１株当たり当期純利益 (円) 81.40 77.29 132.80 85.65

総 資 産(百万円) 3,502 4,785 5,537 5,681

純 資 産(百万円) 1,532 1,879 2,460 2,739

１株当たり純資産額 (円) 652.84 400.37 524.25 583.64

（注）平成 25 年 11 月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っ

ております。第 17 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純

資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

 
② 当社の財産及び損益の状況 

 

区   分 
第16期 

(平成24年６月期)
第17期 

(平成25年６月期)
第18期 

(平成26年６月期) 

第19期 
(平成27年６月期)
(当事業年度) 

売上高及び営業収益合計(百万円) 3,451 3,665 1,839 1,029

経 常 利 益(百万円) 325 413 543 68

当 期 純 利 益(百万円) 168 247 467 69

１株当たり当期純利益 (円) 71.80 52.71 99.68 14.75

総 資 産(百万円) 3,218 3,871 4,582 4,245

純 資 産(百万円) 1,492 1,721 2,147 2,089

１株当たり純資産額 (円) 636.04 366.78 457.44 445.19

（注）平成 25 年 11 月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っ

ております。第 17 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純

資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

  該当事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 
 

会  社  名 資 本 金 
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容 

株式会社ディーバ 100,000千円 100.0％
ソフトウエアの開発・販売 
導入支援、保守 
その他関連事業 

株式会社インターネット 
ディスクロージャー 

39,000千円 100.0％
ソフトウエアの開発・販売 
情報処理・提供サービス 

株式会社ディーバ・ 
ビジネス・イノベーション 

25,000千円 100.0％
ソフトウエアの販売・開発 
ＳＥサービス 

株式会社ジール 100,000千円 100.0％
情報システムの設計 
ソフトウエアの開発・販売 
その他関連事業 

DIVA CORPORATION OF AMERICA 100,000 USD 100.0％
ＩＴプロダクト・サービス
の調査・研究 
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 (6) 対 処 す べ き 課 題 

 当社グループの目指す強固な企業連合を形成するためには、先ずは各事

業会社がエッジの利いた強い会社でなくてはならないとの考えに基づき、

前中期経営計画期間中に持株会社へ移行した後においても、グループ傘下

各社は特にグループとしてのシナジーを意識することはせず、それぞれの

事業領域において No.１プレイヤーになることを目指して、各社がお客様

への貢献を最大化し、そのために個々の最適化を図ることに注力してまい

りました。 

 しかしながら、当社グループを改めて横断的に眺めますと、各事業会社

で類似している事業が散見されるとともに、マネジメント人財をより有効

に活用する余地も十分にあることが判明したため、当連結会計年度を初年

度とする新たな中期経営計画においては、グループにおける各事業を 1)自

社製品やソリューションを活用して高収益に資するプロダクト事業、2)規

模の拡大に資するＳＩ事業、3)高収益と規模拡大の何れにも資する新たな

成長事業、という目的別に分類し、徐々にグループとしての最適化を図っ

てまいります。 

 また、当社グループは海外市場への挑戦を中長期的に目指しており、海

外市場で受け入れられる製品・サービスの開発を引き続き志向してまいり

ます。 

 当社グループは、目標とする経営指標及び中期経営計画達成のため、以

下の課題を認識しており、これらをひとつひとつ確実に解決していくこと

により、企業体質の一層の強化と持続的な成長を目指してまいります。 

なお、各課題に対して、当社グループで検討または取組み状況を記載して

おります。 

 ① 労働生産性の向上 

・付加価値の高いサービスの提供が可能な人財の採用と社内育成 

 ② Ｒ＆Ｄ予算の確保 

・新規の製品開発と既存製品のバージョンアップなど製品保守上の開発と

を区別し、前者については投資基準を設け、別途予算を設定 

 ③ 新規商材、パイプラインの多様化 

・上記②の解決とグローバル・ベンダーとの関係を構築し、その商材を取

り扱うことで、お客様のニーズへの対応を徹底 

 ④ 価値相当の価格設定 

・高付加価値サービスの提供と競合が少ない新たな市場の発掘と開拓 

 ⑤ 直販から販売チャンネルとの協業 

・システムインテグレーターなどのパートナー企業との関係構築・強化に

よる販売チャンネルの拡大と多様化  
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 ⑥ お客様との接点の拡張 

・今後の事業の広がりを意識し、例えば経営企画や情報システム部門など

お客様の様々な部門と多面的に接触 

 ⑦ グローバル水準の製品開発 

・グローバル・ベンダー製品の取り扱いにより蓄積するノウハウを自社製

品開発にも役立て、グローバル・ベンダーへ補完材（部品）として提供

可能な自社製品の開発 

 ⑧ 持続的な高品質の追求 

・製品はもとより、お客様に提供するサービス、そして、そのサービス

を支える人やガバナンスやセキュリティなどの社内インフラに関わる品

質への徹底的な拘りと、絶え間ない改善と向上へのコミットメント 

⑨ ガバナンスの強化 

・持株会社傘下の各事業会社がそれぞれ独自色を帯びて来ており、グルー

プとしての求心力や経営の透明性を維持するために、各社のマネジメン

ト層に対する当社グループの経営理念の浸透を図る一方で、社外取締役

が子会社取締役会にオブザーバーとして参加することで監視機能を高め

るとともに、グループ経営会議の定例開催や管理部門のシェアード化を

通じて、経営資源すなわちヒト、カネ及び情報の可視化を推進 

 

⑩ 連結納税制度の検討と導入 

 ・当連結会計年度に発生した事象を通じて連結納税の必要性を強く認識して

いますが、その長所・短所を十分に理解した上で、導入の是非を検討。事

業子会社で顧客に対して連結納税業務のアウトソーシング・サービスを提

供しているところがあり、こちらの利用も併せて検討 

 

 

(7) 主 要 な 事 業 内 容（平成 27 年６月 30 日現在） 

① DivaSystem（連結会計・経営システム）の開発、販売、導入支援、保守､ 

連結会計に関するセミナー、実務講座の開催 

  連結決算、開示書類作成業務等のアウトソーシング・サービス 

  情報システムの設計・開発、ＳＥサービス 

② 開示書類・会計関連法令に関する検索システムの開発・情報提供、情報

処理サービス 

 

 (8) 主 要 な 営 業 所（平成27年６月30日現在） 

  ① 当社の主な事業所 

   東 京 本 社 東京都港区港南二丁目15番２号 
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  ② 重要な子会社の主な事業所 

株式会社ディーバ （本社）東京都港区港南二丁目15番２号 

  大森オフィス  東京都品川区南大井六丁目22番７号 

  大阪オフィス 大阪府大阪市北区堂島二丁目４番27号 

  名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目13番５号 

新宿オフィス 東京都新宿区西新宿三丁目２番26号 

   株式会社インターネット 
   ディスクロージャー 

東京都港区虎ノ門一丁目13番３号 

株式会社ディーバ・ 
   ビジネス・イノベーション 

東京都港区港南二丁目15番２号 

株式会社ジール 東京都品川区上大崎二丁目13番17号 

  



― 11 ― 

 (9) 従 業 員 の 状 況（平成 27 年６月 30 日現在） 

  ① 企業集団の従業員の状況 
 

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 

542名 65名増  
 
（注）１．従業員数は就業人員数について記載しております。 

２．従業員数には臨時従業員（派遣社員、パートタイマー及びアルバイトの期中平
均雇用人員34名）は含んでおりません。 

  ② 当社の従業員の状況 
 

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

43名 7名増  40.0歳 4.2年 
 
（注）１．従業員数は就業人員数について記載しております。 

２．従業員数には臨時従業員（派遣社員、パートタイマー及びアルバイトの期中平
均雇用人員10名）は含んでおりません。 

 

 (11) 主要な借入先の状況（平成27年６月30日現在） 
 

借     入     先 借   入   残   高 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 178百万円 

株式会社三菱東京UFJ銀行 47百万円 

株式会社三井住友銀行 47百万円 

 

 (12) その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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２．会社の状況に関する事項 

 (1) 株式に関する事項（平成27年６月30日現在） 

  ① 発行可能株式総数 7,788,000株 

  ② 発行済株式の総数 4,694,000株（うち自己株式227株） 

  ③ 株 主 数 615名 

  ④ 大   株   主（上位10名） 
 

株   主   名 持 株 数 (株) 持株比率 (％)

森 川 徹 治 1,700,000 36.22 

ア バ ン ト 従 業 員 持 株 会 527,700 11.24 

野  城    剛 327,200 6.97 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 269,600 5.74 

株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク ビ ジ ネ ス コ ン サ ル タ ン ト 200,000 4.26 

ピ ー ・ シ ー ・ エ ー 株 式 会 社 194,600 4.15 

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 167,600 3.57 

和  田  成  史 89,200 1.90 

鈴 木 邦 男 76,600 1.63 

森  川  敬  之 70,000 1.49 

（注） 持株比率は自己株式（227株）を控除して計算しております。 
 

  ⑤ その他株式に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

 (2) 新株予約権等に関する事項 

  ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権

の状況（平成27年６月30日現在） 
 

    該当事項はありません。 

 

  ② 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権

の状況 

    該当事項はありません。 
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  (3) 会社役員に関する事項 

  ① 取締役及び監査役に関する事項（平成27年６月30日現在） 
 

地   位 氏   名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 森 川 徹 治
株式会社ディーバ       代表取締役 
DIVA CORPORATION OF AMERICA ＣＥＯ 

取  締  役 春 日 尚 義 財務担当 

取  締  役 川 本 一 郎
Ｍ＆Ａ戦略担当 
株式会社ディーバ・ビジネス・イノベーション代表取締役

取  締  役 福 谷 尚 久 ＧＣＡサヴィアン株式会社マネージングディレクター

取  締  役 ジョルジュ ウジューガリレオ・グローバル・アドバイザーズ会長兼ＣＥＯ

常 勤 監 査 役 野 城   剛  

監  査  役 鈴 木 邦 男 有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役 

監  査  役 小 林 正 憲 小林法律会計事務所所長 
 
（注）１．取締役福谷尚久氏及び取締役ジョルジュ ウジュー氏は、社外取締役でありま

す。 
２．監査役鈴木邦男氏及び監査役小林正憲氏は、社外監査役であります。 
３．監査役野城剛氏及び監査役小林正憲氏は、公認会計士の資格を有しており財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 
４．当社は、取締役福谷尚久氏、取締役ジョルジュ ウジュー氏、監査役小林正憲

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出て
おります。 

５．当事業年度中の役員の異動 
  平成26年９月25日開催の第18期定時株主総会における異動 
   就任 取締役 ジョルジュ ウジュー（新  任） 
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  ② 取締役及び監査役の報酬等 

    当事業年度に係る役員の報酬等の総額 
 

区         分 支 給 人 数 支  給  額 

取      締      役 
（う ち 社 外 取 締 役） 

５名 
(２名)

94百万円 
( 7百万円)

監      査      役 
（う ち 社 外 監 査 役） 

３名 
(２名)

17百万円 
( 5百万円)

合           計 
（う ち 社 外 役 員） 

８名 
(４名)

111百万円 
( 12百万円)

 
（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

２．取締役の報酬限度額は、平成13年９月27日開催の第５期定時株主総会及び平成
19年９月26日開催の第11期定時株主総会において、固定枠として年額150,000
千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
また、平成26年９月25日開催の第18期定時株主総会において、対象取締役１名
当たり年額41,250千円（ただし、使用人分給与は含まない。）を限度として、
業績に連動した変動枠（業績連動賞与）を決議いただいております。 

  なお、当事業年度における変動枠の設定における取締役の業績連動賞与はあり
ません。 

３．監査役の報酬限度額は、平成15年12月25日開催の臨時株主総会において、年額
30,000千円以内と決議いただいております。 

４．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 
  当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された固定枠と変動枠（業績連

動賞与)の限度額において、各取締役の職責に応じた報酬と役位に応じた報酬
及び会社業績における成果に連動して算定する報酬とを組合せて算定すること
を基本としております。 

  監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤
監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘
案し、監査役の協議により決定しております。 

 
  ③ 社外役員に関する事項 

    1）他の法人等の業務執行者、社外役員としての重要な兼職に関する事項 
 

地 位 氏   名 兼職の内容 兼職する法人等 当社との関係 

取締役 福 谷 尚 久
マネージング
ディレクター

ＧＣＡサヴィアン株式会社
当社は同社と取引その他
の関係はありません。 

取締役 
ジョルジュ 
ウジュー  

会長兼ＣＥＯ
ガリレオ・グローバル・
アドバイザーズ 

当社は同社とフィナンシ
ャルアドバイザリー業務
の取引があります。 

監査役 鈴 木 邦 男 代表取締役
有限会社ケイ・エス・
マネジメント 

当社は同社と取引その他
の関係はありません。 

監査役 小 林 正 憲 所長 小林法律会計事務所 
当社は同社と取引その他
の関係はありません。 
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    2）当事業年度における主な活動状況 
 

 活    動    状    況 

取締役 福 谷 尚 久 

当事業年度に開催された取締役会18回のすべてに出席してい
るほか、子会社の取締役会にも出席する等しており、事業の
執行状況についてファイナンスの専門家として、また経営の
観点から適宜、質問、助言・発言を行っております。 

取締役 ジ ョ ル ジ ュ 
ウ ジ ュ ー 

当事業年度に取締役就任後、開催された取締役会13回のう
ち、12回に出席し、子会社の取締役会にも出席する等してお
り、事業の執行状況についてファイナンスの専門家として、
また経営の観点から適宜、質問、助言・発言を行っておりま
す。 

監査役 鈴 木 邦 男 

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に出席し、
監査役会15回のうち14回に出席しているほか、子会社の取締
役会にも出席する等しており、事業の執行状況について情報
産業での豊富な経験に基づき、質問、助言・発言を適宜行っ
ております。 

監査役 小 林 正 憲 

当事業年度に開催された取締役会18回のうち15回に出席し、
監査役会15回のうち14回に出席しているほか、子会社の取締
役会にも出席する等しており、事業の執行状況について法
律・会計の専門家の立場から質問、助言・発言を行っており
ます。 

   3）責任限定契約の内容の概要 

     当社と社外取締役福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、社外監査

役小林正憲氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

     当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に

定める額としております。 
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 (4) 会計監査人に関する事項 

  ① 名       称   有限責任監査法人トーマツ 

  ② 報 酬 等 の 額 
 

 支  払  額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 

27百万円 

 
（注）1.当社と有限責任監査法人トーマツとの監査契約においては、会社法に基づく監査

と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含
めて記載しております。 

2.当社監査役会は、会計監査人から監査計画の説明を受け、監査報酬合意の内容を
踏まえ、監査時間や要員配置などを確認し、検討した結果、監査報酬につき、会
社法第399条第１項の同意を行っております。 

 
 

 

  ③ 非監査業務の内容 

    該当事項はありません。 

  ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

    監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の

会議の目的とすることといたします。 

    また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会

が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告いたします。 
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 (5) 業務の適正を確保するための体制 

   当社では、企業行動基準を制定し、企業倫理の確立・促進を行っており、

以下のとおり内部統制システム整備に関する基本方針を取締役会において

決議しております。 

 

  ① 取締役のコンプライアンス体制 

    1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

    ・取締役は、｢AVANT行動基準」を遵守し、｢AVANT Value」を実践し、

法令・定款及び取締役会規程、その他社内諸規則等に則り、適切に

業務を執行します。 

    ・取締役は、業務執行にあたっては、取締役会及び組織横断的な各種

会議体で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。 

    ・取締役は、企業倫理・コンプライアンス及びリスク管理に関する重

要課題と対応についてコンプライアンス委員会で審議、検討すると

ともに、速やかに監査役へ報告するものとします。 

    ・監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会ほか重要な

会議への出席、業務執行の状況の調査等を通じて、取締役の職務の

執行を監査します。 

    2）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    ・当社の取締役会は、月１回の定時取締役会を基本とし、必要に応じ

て随時取締役会を開催し、意思決定及び迅速な業務執行を行うとと

もに、取締役の経営上重要な決定及び業務執行の状況について監督

します。 

    ・取締役を責任者又は委員とする各種会議体・委員会は、権限の範囲

内において、業務執行の審議・決定等を行います。 

    ・経営方針、事業計画に基づく組織編成により、経営の分権化を推進

します。 

    ・経営責任を明確化し、経営環境の変化に対応するため、取締役の任

期は１年としています。 

    3）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び取締役会規程・文書管

理規程、その他の関連規程に基づき、担当部門が適切に保存及び管

理します。 
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    ② 会社の業務の適正を確保するための体制 

    1）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

    ・当社は、業績の進捗状況及び経費管理の徹底について、ローリン

グ・フォーキャスト・マネジメントによる業績状況把握を経営環境

に応じたサイクルで実施することにより、業務及び資金の適切な管

理とともに、リスクの未然防止を実施します。 

    ・当社は、コンプライアンス、情報資産、その他事業に関する事項に

ついてのリスクを、必要な規程・マニュアル等を整備し、周知する

こと等により管理します。 

     なお、コンプライアンスの徹底には、コンプライアンス委員会にお

いて管理及びその対応の強化を図ります。 

     また、情報資産の管理には、情報セキュリティ委員会において管理

及びその対応の強化を図ります。 

    ・当社は、業務遂行上の必要に応じ、弁護士・会計監査人・税理士等

の専門知識を有する第三者に相談、助言・指導を受けるものとしま

す。 

    2）従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

    ・従業員は、｢AVANT行動基準」を遵守し、｢AVANT Value」を実践し、

法令・定款及び社内諸規則等に則り、業務を行います。 

    ・当社は、従業員のコンプライアンス意識を高め、社会的責任ある行

動を推進するため、社内諸規程の整備をすすめるほか、社長の指示

による内部監査を実施します。 

    ・従業員は、法令・定款及び社内諸規則違反若しくは社会通念に反す

る行為が行われていることを知ったときには、内部通報制度である 

｢コンプライアンスホットライン」に報告又は相談を行います。 

    ・取締役は、監査役から従業員のコンプライアンス体制、内部通報制

度についての意見及び改善の要求があった場合には、コンプライア

ンス委員会において、速やかに対応又は改善を図ります。 

    3）当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制 

    ・当社子会社は、当社の経営方針並びに「AVANT行動基準」を遵守し、

｢AVANT Value」を実践することを共有し、グループの企業価値向上

に貢献します。 

    ・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、内部統制システムの整備・

改善を支援し、子会社と協力して推進していきます。 

    ・当社は、グループの業務の適正を確保し、グループの戦略的経営を

推進するため、代表取締役社長および執行役員ならびに子会社役員

を構成員とするグループ経営会議を原則月１回開催します。 
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    ・当社子会社は、経営指導・経営管理契約書を締結し、取締役等の職

務執行に関わる重要事項について当社が報告を受ける体制としてい

ます。 

    ・当社子会社は、月１回の定時取締役会を基本とし、必要に応じて随

時取締役会を開催し、意思決定及び迅速な業務執行を行うとともに、

当社のグループ総務部が開催状況を確認します。 

    ・当社グループ全体のコンプライアンス体制構築の一環として、当社

子会社従業員は、法令・定款及び社内諸規則違反若しくは社会通念

に反する行為が行われていることを知ったときには、内部通報制度

である「コンプライアンス・ホットライン」に報告又は相談を行い

ます。 

    ・子会社の法令違反その他コンプライアンスに係る問題については、

コンプライアンス・リスクマネジメント委員会にて審議します。 

    ・当社子会社の業績の進捗状況及び経費管理の徹底について、予算管

理規程に従い、ローリング・フォーキャスト・マネジメントによる

業績状況把握を経営環境に応じたサイクルで実施することにより、

業務及び資金の適切な管理と当社への報告により、リスクの未然防

止を実施します。 

   ・当社子会社の業務の適正については、内部監査室により定期的に内

部監査を行い、その結果を当社取締役及び監査役に報告を行うこと

で必要な管理を行います。 

    4）財務報告の適正を確保するための体制 

     当社は、取締役会の指揮のもと、財務報告の適法及び適正を確保す

るための整備、運用体制を構築し、財務報告に係る内部統制につい

て、自己評価と独立的評価を定期的に実施するとともに会計監査人

による監査を受けます。 

    5）反社会的勢力排除に向けた基本的考え方 

     当社は、｢AVANT行動基準」において、反社会的勢力の排除並びに反

社会的行為の禁止を宣言し、社会の安全や秩序、企業の健全な活動

に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当・不法

な要求にも応じないことを基本的な考え方としています。 

     なお、平素からの情報収集に努めるほか、事案の発生時には関係行

政機関や弁護士等の専門家と緊密に連絡を取り、組織的に速やかに

対処することとしています。 
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  ③ 監査役監査に関する体制 

    1）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合にお

ける当該従業員に関する事項並びにその従業員の取締役からの独立

性に関する事項 

    ・当社は、監査役の職務を補助する従業員を置いておりませんが、取

締役会は、監査役の要請に基づいて協議を行い、当該従業員を任命、

配置することができることとします。 

    ・監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役の職務の補助者に任

命された従業員の指揮・命令権は監査役に移譲されたものとし、取

締役からの独立性を確保します。また、当該従業員の評価について

は監査役の意見を聴取して行います。 

    2）取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役

への報告に関する体制 

    ・監査役は、取締役会に出席するほか、本部長会議に出席し、業務の

状況について報告を受けており、必要に応じて、その他の会議・委

員会に出席又は議事録の閲覧が可能な体制となっております。 

    ・監査役は、取締役及び従業員に対し、定期又は随時に監査役に事業

及び業務の報告を求めることができることとなっております。 

    3）監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制 

    ・当社の定めるコンプライアンス・リスクマネジメント規程附則コン

プライアンス・ホットライン取扱要領に定める通報者の保護規定に

従い、不利な扱いを受けない旨を規定・施行しています。 

    4）監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方

針に関する事項 

    ・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還

の処理については、当該監査役の職務の執行に必要ないと認められ

た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。 

 

    5）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

    ・監査役は、代表取締役社長との意思の疎通及び意見交換のための会

合を実施することが可能な体制となっております。 

    ・会計監査人及び内部監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携し

ながら必要に応じて調査及び報告を求めることが可能な体制となっ

ております。 

④ 業務の適正を確保するための体制の運用の状況 

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の

整備当初より内部統制システムの整備および運用状況について継続的

に調査を実施しており、取締役会に調査内容を報告しております。ま
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た、調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、よ

り適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。 

また、平成26年７月１日から平成27年６月30日までの期間において

は、「AVANT行動基準」の浸透をより高める取り組みを行い、全社員

のコンプライアンス意識の浸透に努めました。また、コンプライアン

ス規程およびリスクマネジメント規程の見直しによりリスク管理体制

を強化し、コンプライアンス・リスクマネジメント責任者及びコンプ

ライアンス・リスクマネジメント委員会主導の下で重要なリスクへの

対応を図る体制をとっております。 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
(平成27年６月30日現在)

（単位：千円） 
 

科     目 金   額 科     目 金   額 

（資 産 の 部） 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び売掛金 

仕 掛 品 

原材料及び貯蔵品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

減 価 償 却 累 計 額 

工具、器具及び備品 

減 価 償 却 累 計 額 

無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

ソ フ ト ウ エ ア 

そ の 他 

投資その他の資産 

敷 金 及 び 保 証 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

繰 延 資 産 

社 債 発 行 費 

 

4,780,678 

2,816,955 

1,543,486 

48,571 

4,958 

155,871 

217,331 

△6,496 

900,325 

199,966 

235,799 

△134,668 

498,412 

△399,576 

301,609 

254,475 

46,199 

935 

398,748 

335,182 

39,840 

23,725 

527 

527 

(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

支払手形及び買掛金 

１年内償還予定の社債 

１年内返済予定の長期借入金 

リ ー ス 債 務 

未払金及び未払費用 

未 払 法 人 税 等 

前 受 収 益 

賞 与 引 当 金 

役 員 賞 与 引 当 金 

受 注 損 失 引 当 金 

そ の 他 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金  

リ ー ス 債 務 

繰 延 税 金 負 債 

資 産 除 去 債 務 

 

2,670,608 

408,907 

30,000 

122,460 

3,250 

174,453 

121,021 

1,100,461 

370,107 

28,127 

76,153 

235,665 

271,428 

151,290 

6,379 

137 

113,621 

負 債 合 計 2,942,037 

(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

為替換算調整勘定 

 

2,735,797 

288,400 

225,200 

2,222,325 

△127 

3,695 

50 

3,644 

純 資 産 合 計 2,739,493 

資 産 合 計 5,681,530 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,681,530 
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成26年７月１日から
平成27年６月30日まで)

(単位：千円） 
 

科         目 金         額 

売 上 高  8,928,777 

売 上 原 価  5,133,608 

売 上 総 利 益  3,795,168 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,990,027 

営 業 利 益  805,140 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 428  

還 付 加 算 金 1,070  

そ の 他 150 1,649 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 5,095  

支 払 手 数 料 3,184  

社 債 発 行 費 1,265  

為 替 差 損 1,686  

そ の 他 30 11,261 

経 常 利 益  795,528 

特 別 損 失   

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4,999 4,999 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  790,528 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 360,819  

法 人 税 等 調 整 額 27,676 388,495 

少数株主損益調整前当期純利益  402,033 

当 期 純 利 益  402,033 
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連結株主資本等変動計算書 

(平成26年７月１日から
平成27年６月30日まで) 

（単位：千円） 
 

 
 
 

 

株   主   資   本 

資本金 資本剰余金利 益 剰 余 金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成26年７月１日 残高 288,400 225,200 1,947,025 △92 2,460,532

連結会計年度中の変動額   

剰 余 金 の 配 当  △126,732  △126,732

当 期 純 利 益  402,033  402,033

自 己 株 式 の 取 得  △35 △35

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

  

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 275,300 △35 275,265

平成27年６月30日 残高 288,400 225,200 2,222,325 △127 2,735,797

 

  

 

その他の包括利益累計額 

純資産合計 繰延ヘッジ 
損   益 

為替換算 
調整勘定 

その他の包括
利益累計額合計

平成26年７月１日 残高 24 180 204 2,460,737 

連結会計年度中の変動額   

剰 余 金 の 配 当  △126,732 

当 期 純 利 益  402,033 

自 己 株 式 の 取 得  △35 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

26 3,464 3,490 3,490 

連結会計年度中の変動額合計 26 3,464 3,490 278,756 

平成27年６月30日 残高 50 3,644 3,695 2,739,493 
 
 
  



 

― 25 ― 

連 結 注 記 表 
 
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 

 (1) 連結の範囲に関する事項 

  ① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

   ・連結子会社の数       ５社 

   ・連結子会社の名称      株式会社ディーバ 

                  株式会社インターネットディスクロージャー 

                  株式会社ディーバ・ビジネス・イノベーション 

                  株式会社ジール 

                                    DIVA CORPORATION OF AMERICA 

  ② 非連結子会社の状況 

    該当事項はありません。 

 (2) 持分法の適用に関する事項 

   該当事項はありません。 

 (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

 (4) 会計処理基準に関する事項 

  ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

    1）有価証券の評価基準及び評価方法 

・その他有価証券  

 時価のないもの 移動平均法による原価法 

    2）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

・仕  掛  品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

・原  材  料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯  蔵  品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    1）有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

(主たる耐用年数) 

建物           ５年から10年 

工具、器具及び備品    ２年から８年 

 2）無形固定資産 定額法 

・自社利用ソフトウエア 耐用年数については、社内における利用可能期

間 (３年から５年）としております。 

・市場販売目的のソフトウエア 見込販売可能期間（３年）内における見込販売

収益に基づく償却 

 3）リース 資 産  

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法 
 
  ③ 重要な引当金の計上基準 

1）貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

 2）賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給

見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上して

おります。 

 3）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見

込額に基づき当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

 4）受注損失引当金 受注契約に係る案件のうち、当連結会計年度末時

点で将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合

理的に見積もることが可能なものについて、将来

の損失に備えるため、その損失見込額を計上して

おります。 
 

  ④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

    1）重要な繰延資産の処理方法 

・社 債 発 行 費 社債の償還期間（５年）による定額法 

    2）重要なヘッジ会計の方法 

・ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

・ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…外貨預金 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 
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・ヘッジ方針 為替変動リスクを回避する目的で外貨預金を利用

しております。利用については実需の範囲内で行

うこととし、投機目的の取引は行わない方針であ

ります。 

・ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始以降のキャッシュ・フロー変動を

相殺できるため、連結決算日における有効性の評

価を省略しております。 

    3）重要な収益及び費用の計上基準 

    ・受注制作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準 

    １．当連結会計年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる契約 

      工事進行基準（契約の進捗率の見積りは原価比例法） 

    ２．その他の契約 

      検収基準 

    4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

     外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

     なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。 

    5）のれんの償却方法及び償却期間 

     のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。 

6）消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

(5) 追加情報 

税効果会計に使用する法定実効税率の変更 

   「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成

27年３月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6％から、回収又は支払が見込ま

れる期間が平成27年７月１日から平成28年６月30日までのものは33.1％、平成28年７月１

日以降のものについては32.3％にそれぞれ変更されております。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金資産を控除した金額）は11,837千

円減少しており、法人税等調整額が11,839千円及び繰延ヘッジ損益が１千円それぞれ増加

しております。 
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２．表示方法の変更に関する事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において、投資その他の資産に区分掲記しておりました「投資有価証券」

(当連結会計年度０千円）は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」

に含めて表示しております。 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為替差損」

は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することと

いたしました。 

 

３．連結貸借対照表に関する注記 

仕掛品及び受注損失引当金 

損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示して

おります。 

なお、当連結会計年度末において、損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品のうち受注損失

引当金に対応する額は14,727千円であります。 

 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

 (1) 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度

期首の株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年度

減少株式数 

当連結会計年度

末の株式数 

普通株式 4,694,000株 ―株 ―株 4,694,000株

 

 (2) 自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度

期首の株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年度

減少株式数 

当連結会計年度

末の株式数 

普通株式 202株 25株 ―株 227株

（注）当連結会計年度増加株式数25株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 

 

 (3) 剰余金の配当に関する事項 

  ① 配当金支払額等 
 

決   議 株式の種類 
配当金の総額 
(千円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基  準  日 効力発生日 

平成26年９月25日 
定時株主総会 

普通株式 126,732 27.00 平成26年６月30日 平成26年９月26日
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  ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
(千円) 

１株当たり
配当額(円)

基  準  日 効力発生日 

平成27年９月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 84,487 18.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日

 

５．金融商品に関する注記 

 (1) 金融商品の状況に関する事項 

  ① 金融商品に対する取組方針 

    当社グループは、経営方針・事業計画等に基づき、必要な資金を目的に応じて調達する

こととしております。 

    また、一時的な余剰資金は、社内の運用規程に従い、流動性と安全性の高い金融資産の

み運用することとしております。 

  ② 金融商品の内容及びリスク管理体制 

    当社グループでは、営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与

信管理において回収期日や残高を定期的に確認、管理しており、当該リスクの低減を図っ

ております。また、敷金及び保証金については契約時に信用リスクの確認を行い、当該リ

スクの低減を図っております。 

    また、営業債務及び資金調達に係る当社グループの流動性リスクについては、月次で資

金予定及び支払口座残高の確認、管理を行っており、当該リスクを管理しております。  
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 (2) 金融商品の時価等に関する事項 

   平成27年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。 
 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価（千円) 差額（千円)

① 現 金 及 び 預 金 2,816,955 2,816,955 ― 

② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,543,486   

  貸 倒 引 当 金 ( ※ ) △6,496   

  1,536,990 1,536,990 ― 

③ 敷 金 及 び 保 証 金 335,182 324,857 △10,325 

資   産   計 4,689,128 4,678,803 △10,325 

① 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 408,907 408,907 ― 

② １ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 30,000 30,051 51 

③ 未 払 金 及 び 未 払 費 用 174,453 174,453 ― 

④ 未 払 法 人 税 等 121,021 121,021 ― 

⑤ 長期借入金（１年内返済予定を含む） 273,750 274,814 1,064 

⑥ リース債務（１年内返済予定を含む） 9,629 9,673 44 

負   債   計 1,017,762 1,018,923 1,160 
 
（※）受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 
（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 

   資産 
   ① 現金及び預金、② 受取手形及び売掛金 
     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。 
   ③ 敷金及び保証金 
     敷金及び保証金の時価は、合理的に見積もった敷金及び保証金の返還予定時期に基づ

き、リスクフリーレートで割引いた現在価値により算定しております。 
   負債 

① 支払手形及び買掛金、③ 未払金及び未払費用、④ 未払法人税等 
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることか 
ら、当該帳簿価額によっております。 

 ② １年内償還予定の社債 
１年内償還予定の社債の時価は、元利金の合計額を、同様の新規社債の発行をした場
合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。 

   ⑤ 長期借入金（１年内返済予定を含む）、⑥ リース債務（１年内返済予定を含む） 
     これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場

合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。 
（注）２．投資有価証券  

保有する投資有価証券は非上場の株式であり、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、「(2) 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。 
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６．１株当たり情報に関する注記 

 (1) １株当たり純資産額 583円64銭

 (2) １株当たり当期純利益 85円65銭

 

７．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

８．その他の注記 

(1)記載金額は単位未満を切捨てて表示しております。 

 

(2) 当社子会社が受託した案件の顧客より、当該案件において発生した損害について、同社

に業務委任契約上の責任負担があるとの申し出があり、現在当時者間で協議中であります。 
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貸 借 対 照 表 
(平成27年６月30日現在)

（単位：千円） 
 

科     目 金   額 科     目 金   額 

（資 産 の 部） 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

売 掛 金 

貯 蔵 品 

前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

関係会社短期貸付金 
１ 年 内 回 収 予 定 の 
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 

立 替 金 

未収還付法人税等 

未 収 消 費 税 等 

そ の 他 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

減 価 償 却 累 計 額 

工具、器具及び備品 

減 価 償 却 累 計 額 

無 形 固 定 資 産 

商 標 権 

ソ フ ト ウ エ ア 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

関係会社長期貸付金 

敷 金 及 び 保 証 金 

保 険 積 立 金 

繰 延 税 金 資 産 

繰 延 資 産 

社 債 発 行 費 

 

2,817,469 

1,833,777 

275,975 

1,401 

47,938 

17,350 

220,000 

80,000 

314,661 

20,976 

2,023 

3,363 

1,427,482 

150,486 

226,492 

△126,731 

279,356 

△228,631 

32,944 

273 

32,075 

595 

1,244,051 

0 

757,057 

120,000 

312,192 

23,725 

31,075 

527 

527 

(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

１年内償還予定の社債 

１年内返済予定の長期借入金 

リ ー ス 債 務 

未 払 金 

未 払 費 用 

預 り 金 

前 受 収 益 

賞 与 引 当 金 

関 係 会 社 預 り 金 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

リ ー ス 債 務 

資 産 除 去 債 務 

 

1,893,593 

30,000 

122,460 

689 

55,248 

39,827 

49,683 

634 

42,552 

1,552,496 

262,267 

151,290 

468 

110,509 

負 債 合 計 2,155,861 

(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

利 益 準 備 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

自 己 株 式 

評価・換算差額等 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

 

2,089,567 

288,400 

225,200 

225,200 

1,576,095 

374 

1,575,720 

1,575,720 

△127 

50 

50 

純 資 産 合 計 2,089,618 

資 産 合 計 4,245,479 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,245,479 
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損 益 計 算 書 

(平成26年７月１日から
平成27年６月30日まで)

(単位：千円） 
 

科         目 金         額 

営 業 収 益   

経 営 管 理 料 936,067  

関 係 会 社 受 取 配 当 金 93,829 1,029,896 

売 上 総 利 益  1,029,896 

営 業 費 用  958,892 

営 業 利 益  71,004 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 6,892  

そ の 他 1,173 8,066 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 5,393  

支 払 手 数 料 3,184  

社 債 発 行 費 1,265  

そ の 他 323 10,166 

経 常 利 益  68,903 

特 別 損 失   

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4,999 4,999 

税 引 前 当 期 純 利 益  63,903 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,160  

法 人 税 等 調 整 額 △6,504 △5,344 

当 期 純 利 益  69,248 
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株主資本等変動計算書 

(平成26年７月１日から
平成27年６月30日まで) 

（単位：千円） 
 

 

株    主    資    本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利  益  剰  余  金 

自己 
株式 

株主資本
合計 資本準備金 

資本剰余金
合   計

利益 
準備金 

その他利益
剰余金 利益剰余金 

合   計 繰越利益
剰 余 金

平成26年７月１日残高 288,400 225,200 225,200 374 1,633,205 1,633,579 △92 2,147,086

事業年度中の変動額     

剰 余 金 の 配 当   △126,732 △126,732  △126,732

当 期 純 利 益   69,248 69,248  69,248

自己株式の取得    △35 △35

株 主 資 本 以 外 の 
項目の事業年度中 
の 変 動 額 ( 純 額 ) 

    

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △57,484 △57,484 △35 △57,519

平成27年６月30日残高 288,400 225,200 225,200 374 1,575,720 1,576,095 △127 2,089,567

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 繰延ヘッジ
損   益

評価・換算 
差額等合計 

平成26年７月１日残高 24 24 2,147,110

事業年度中の変動額 

剰 余 金 の 配 当 △126,732

当 期 純 利 益 69,248

自己株式の取得 △35

株 主 資 本 以 外 の 
項目の事業年度中 
の 変 動 額 ( 純 額 ) 

26 26 26

事業年度中の変動額合計 26 26 △57,492

平成27年６月30日残高 50 50 2,089,618
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個 別 注 記 表 
 
１．重要な会計方針に係る事項 

 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

  有価証券の評価基準及び評価方法 

・子 会 社 株 式 移動平均法による原価法 

・その他有価証券  

 時価のないもの 移動平均法による原価法 

たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 ・貯  蔵  品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

(主たる耐用年数) 

建物           ５年から10年 

工具、器具及び備品    ２年から８年 

  ② 無形固定資産 定額法 

・自社利用ソフトウエア 耐用年数については、社内における利用可能期間

（３年から５年）としております。 

  ③ リ ー ス 資 産  

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

 (3) 繰延資産の処理方法 

    社 債 発 行 費 社債の償還期間（５年）による定額法 

 (4) 引当金の計上基準 

  ① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

なお、当事業年度末における貸倒引当金の残高は

ありません。 
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  ② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給

見込額に基づき当事業年度負担額を計上しており

ます。 

  ③ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見

込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま

す。 

なお、当事業年度末における役員賞与引当金の残

高はありません。 

 (5) その他計算書類作成のための基本となる事項 

  ① 重要なヘッジ会計の方法 

・ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

・ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…外貨預金 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

・ヘッジ方針 為替変動リスクを回避する目的で外貨預金を利用

しております。利用については実需の範囲内で行

うこととし、投機目的の取引は行わない方針であ

ります。 

・ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始以降のキャッシュ・フロー変動を

相殺できるため、決算日における有効性の評価を

省略しております。 

  ② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

    外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

③ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

     

２．貸借対照表に関する注記 

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権 591,171千円

短期金銭債務 6,009千円

 

３．損益計算書に関する注記 

  関係会社との取引高 

営業取引による取引高 1,043,716千円

営業取引以外の取引高 7,204千円

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

  自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首

の株式数 

当事業年度増加

株式数 

当事業年度減少

株式数 

当事業年度末の

株式数 

普通株式 202株 25株 ―株 227株

（注）当事業年度増加株式数25株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 
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５．税効果会計に関する注記 

 (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動） 

 賞与引当金否認 14,085千円

 未払事業所税否認 582千円

 繰越欠損金 3,558千円

繰延税金資産 計 18,225千円

繰延税金負債（流動） 

 未収還付事業税 849千円

 その他 25千円

繰延税金負債 計 874千円

繰延税金資産（流動）の純額 17,350千円

繰延税金資産（固定） 

 資産除去債務 35,694千円

 減価償却費損金算入限度超過額 9,983千円

 長期費用損金算入否認 325千円

  投資有価証券評価損 3,230千円

繰延税金資産 小計 49,233千円

 評価性引当額 △3,230千円

繰延税金資産 計 46,003千円

繰延税金負債（固定）  

 建物附属設備 14,927千円

繰延税金負債 計 14,927千円

繰延税金資産（固定）の純額 31,075千円

 
 (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の

内訳 

法定実効税率 35.6％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △52.3％

 評価性引当額 2.8％

 前期一時差異修正 △4.0％

 前期確定申告修正 1.0％

  住民税均等割 0.8％

 実効税率差異 7.1％

 その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △8.4％
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 (3) 税効果会計に使用する法定実効税率の変更 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平

成27年３月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6％から、回収又は支払が見込

まれる期間が平成27年７月１日から平成28年６月30日までのものは33.1％、平成28年

７月１日以降のものについては32.3％にそれぞれ変更されております。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金資産を控除した金額）は4,561

千円減少しており、法人税等調整額が4,563千円及び繰延ヘッジ損益が１千円それぞれ

増加しております。  
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６．関連当事者との取引に関する注記 

   子会社 

会社等の 

名称 
住所 

資本金 

(千円) 

事業の 

内容 

議決権等の所有

(被所有)割合

関係内容 

取引の内容 
取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 
役員の兼任

等 
事業上の関係

株式会社ディーバ 
東京都

港区 
100,000

ソフトウエアの 

開発・販売 

直接

100％
役員2名

経営指導

事務受託

配当受取

資金管理

債務被保証

管理業務の受託 795,836 売掛金 234,740

資金の預り 1,223,000 
関係会社
預り金 

1,213,496

資金の返済 1,303,553  

利息の支払 132  

債務被保証 784,075  

保証料の支払 313  

株式会社ジール 
東京都

品川区 
100,000

情報システム 

サービス 

直接

100％
役員2名

経営指導

事務受託

資金管理

資金貸付

管理業務の受託 125,449 売掛金 38,093

資金の預り 331,422 
関係会社
預り金 

139,000

資金の返済 399,422 

1年内返済
予定の 
関係会社
長期貸付金

80,000

利息の支払 30 
関係会社
長期貸付金

120,000

資金の貸付 100,000  

資金の回収 580,000  

利息の受取 5,208  

株式会社ディーバ・

ビジネス・イノベー

ション 

東京都

港区 
25,000

ソフトウエアの 

販売・開発 

直接

100％
役員4名

経営指導

事務受託

資金貸付

管理業務の受託 11,865 売掛金 2,219

資金の貸付 440,000 
関係会社
短期貸付金

220,000

資金の回収 220,000  

利息の受取 1,507  

株式会社インターネ

ットディスクロージ

ャー 

東京都

港区 
39,000

ソフトウエアの 

販売・開発 

直接

100％
役員2名

経営指導

配当受取

資金管理

管理業務の受託 2,917 売掛金 922

資金の預り 200,000 
関係会社
預り金 

200,000

利息の支払 12  

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
   ２．管理業務の受託の取引条件は、発生コスト等を勘案のうえ、適正に決定しております。 
   ３．資金の貸付における貸付利率とグループ資金管理における預り金の利率については、市場金利を勘案して

利率を合理的に決定しております。 
   ４．当社は銀行借入に対して、またコミットメントライン極度額500,000千円に対して株式会社ディーバより、

それぞれ債務保証を受けております。なお年率0.035％の保証料を支払っております。 
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７．１株当たり情報に関する注記 

 (1) １株当たり純資産額 445円19銭

 (2) １株当たり当期純利益 14円75銭

 

 

８．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

９．その他の注記 

(1)記載金額は単位未満を切捨てて表示しております。 

 

(2)当社子会社が受託した案件の顧客より、当該案件において発生した損害について、同社

に業務委任契約上の責任負担があるとの申し出があり、現在当時者間で協議中でありま

す。 
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連結計算書類に係る会計監査報告 
 

 

独立監査人の監査報告書 
平成27年８月24日

 

株式会社アバント 
 
 取 締 役 会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 遠 藤 康 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 勢 志  元  ㊞
 
 
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社アバント

の平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日までの連結会計年度の連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい

て監査を行った。 

 

連結計算書類に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する

ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す

ることを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適

用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することが含まれる。 
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アバント及び連結子会社からな

る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

以  上
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計算書類に係る会計監査報告 
 

 
独立監査人の監査報告書 

平成27年８月24日
 
株式会社アバント 
 
 取 締 役 会 御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 遠 藤 康 彦 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 勢 志  元  ㊞ 

 
 

 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ア

バントの平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日までの第１９期事業年

度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

 

計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法

人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
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附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討

することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

以  上
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監査役会の監査報告 

 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成26年７月１日から平成27年６月30日までの第19期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役

会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま

した。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項

に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整

備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員等か

らその構築及び運用の状況について定期的に関与並びに報告を受け、必要

に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて

子会社への訪問及び事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該

事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業

年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につい

て検討いたしました。 



 

― 46 ― 

  

  

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

 平成27年８月26日 
 

株 式 会 社 ア バ ン ト  監 査 役 会 

 常 勤 監 査 役 野 城  剛 ㊞

 社 外 監 査 役 鈴 木 邦 男 ㊞

 社 外 監 査 役 小 林  正 憲 ㊞
 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

第１号議案 剰余金の処分の件 

 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 

期末配当に関する事項 

 第19期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開

等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。 

 (1) 配当財産の種類 

   金銭といたします。 

 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

   当社普通株式１株につき金 18円といたします。 

   なお、この場合の配当総額は、84,487,914円となります。 

 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

   平成27年９月28日といたします。   
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第２号議案 定款一部変更の件 

 １．変更の理由 

 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日

に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査

役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、当該取締

役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款

第28条第２項及び第38条第２項の一部を変更するものであります。なお、定款

第28条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

  

 2．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 
（下線は変更箇所であります。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（取締役の責任免除） 

第28条 <<条文省略>> 

２．当会社は、社外取締役との間で、会社法第

423条第１項の賠償責任について法令に定める要

件に該当する場合には、賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、最低責任限度額

とする。 

 

（取締役の責任免除） 

第28条 <<現行どおり>> 

２．当会社は、取締役（業務執行取締役等であ

る者を除く）との間で、会社法第423条第１項

の賠償責任について法令に定める要件に該当す

る場合には、賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、最低責任限度額とする。 

（監査役の責任免除） 

第38条 <<条文省略>> 

２．当会社は、社外監査役との間で、会社法第

423条第１項の賠償責任について法令に定める要

件に該当する場合には、賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、最低責任限度額

とする。 

 

（監査役の責任免除） 

第38条 <<現行どおり>> 

２．当会社は、監査役との間で、会社法第423

条第１項の賠償責任について法令に定める要件

に該当する場合には、賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、最低責任限度額と

する。 
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第３号議案 取締役４名選任の件 

 取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては取締役４名の選任をお願いするものであります。 

 取締役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏    名 
(生年月日) 

略歴、当社における地位及び担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社
の 株 式 数

１ 

  もりかわ   てつじ 
森 川 徹 治 
(昭和41年２月23日生) 

平成２年４月 プライスウォーターハウスコ
ンサルタント㈱入社 

平成９年５月 当社設立 代表取締役社長 
       (現在に至る) 
(重要な兼職の状況) 
平成25年10月 ㈱ディーバ代表取締役 
平成25年10月 DIVA CORPORATION OF AMERICA 

ＣＥＯ 
       (現在に至る) 

1,700,000株

２ 

 かすが    なおよし 
春 日 尚 義 
(昭和38年５月13日生) 

昭和62年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 
平成11年８月 ニューヨーク証券取引所アジ

ア・パシフィック事務所入所 
平成17年１月 ニューヨーク証券取引所執行

役員 
平成22年10月 当社入社 
平成23年２月 当社社長室長 
平成23年９月 当社取締役財務担当 
       (現在に至る) 

500株

３ 

 ふくたに  なおひさ 
福 谷 尚 久  
(昭和36年 4月17日生) 

昭和62年４月 ㈱三井銀行入行 
平成13年７月 大和証券SMBCシンガポールリ

ミテッドコーポレートファイ
ナンス・アジア太平洋統括 

平成17年３月 ＧＣＡ㈱入社 
マネージングディレクター 

平成25年９月 当社取締役(現在に至る) 
平成27年７月 プライスウォーターハウスク

ーパース㈱入社 
       パートナー 
        

 
(重要な兼職の状況) 
平成27年７月 プライスウォーターハウスク

ーパース㈱ 
       パートナー 
       (現在に至る) 

2,100株
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候補者 
番 号 

氏    名 
(生年月日) 

略歴、当社における地位及び担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社
の 株 式 数

４ 

 

ジョルジュ ウジュー 
(昭和20年 4月20日生)

昭和45年９月 ソシエテ ジェネラル銀行
（ベルギー）入行 

昭和60年１月 モルガンスタンレー証券  
投資銀行部門マネージングデ
ィレクター 

昭和63年10月 ソシエテ ジェネラル ベルギー 
グループ財務責任者 

平成４年９月 キダー・ピーボディ・インタ
ーナショナル社長 

平成８年９月 ニューヨーク証券取引所  
国際部門・リサーチ部門管掌 

平成15年10月 ガリレオ・グローバル・アド
バイザーズ設立 

 会長兼ＣＥＯ 
平成26年９月 当社取締役(現在に至る) 
(重要な兼職の状況) 
平成15年10月 ガリレオ・グローバル・アド

バイザーズ 
 会長兼ＣＥＯ 

       (現在に至る) 

－株

 
（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 ２．福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏は、社外取締役候補者であります。 
なお、当社は福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 

 ３．福谷尚久氏の当社社外取締役としての就任期間は本総会終結の時をもって２年
となります。 

 ４．ジョルジュ ウジュー氏の当社社外取締役としての就任期間は本総会終結の時
をもって１年となります。 

 ５．社外取締役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。 
 （1） 社外取締役候補者の選任理由について 

 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏は、長年にわたりファイナンスに関す
る豊富な経験と幅広い見識とともに自らも経営に関する経験があり、当社のグ
ループ経営全般に有用な助言をいただけるほか、経営の監督及びコーポレート
ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するもので
あります。 

 （2） 社外取締役との責任限定契約について 
 当社は、有用な社外取締役を迎えることができるよう、社外取締役との間で、
当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めてお
ります。 
 福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏とは当社との間で会社法第427条第１項
の規定による責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害
賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。また、本議案が
承認可決され福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏が再選された場合、引続き
責任限定契約を継続する予定であります。  
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第４号議案 監査役１名選任の件 

 監査役野城剛氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては、野城剛氏の再任をお願いするものであります。 

 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は、次のとおりであります。 
 

氏    名 
(生年月日) 

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位  
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社
の 株 式 数

     のしろ   つよし 
野 城  剛 

(昭和36年1月6日生) 

昭和60年10月 青山監査法人入所 
平成元年４月 公認会計士登録 
平成元年７月 三洋ファイナンス㈱入社 
平成10年２月 当社入社 
平成12年６月 当社管理本部長 
平成13年９月 当社取締役財務担当 
平成23年９月 当社監査役 
       (現在に至る) 

327,200株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
  
２．第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、野城剛氏の再任が

承認可決された場合、当社は野城剛氏との間で会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で
あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任
限度額であります。 

 
以 上 

 



 

株主総会会場ご案内図 
 

場所：東京都港区港南二丁目15番４号 

   品川インターシティ 

   ホール棟Ｂ１階 貸会議室１・２ 
 

 

 
[交通のご案内] 

◇ＪＲ各線・京浜急行線「品川駅」港南口（東口）よ

り徒歩４分 

（ご注意） 

 品川駅構内が広いため、改札口から港南口（東口）

まで３～４分ほどかかります。 


